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債務者利得とその仮装費用的作用

一一ージ z マ レンパッハ「仮装費用と同じように

作用する実際利益」論の再評価をかねて

高寺貞男

貨幣価値すなわち通貨の購買力は，周知のように，価格構造の変化を内包す

る物価変動にともなって，価格水準変動とは逆比例の函数関係をもって反対の

方向に変動する。したがって，貨幣価値であらわされるいわゆる貨幣(価値)

項I=Jdie geldwerten Posten=die Geldposten→ money-value items=mo-

lletary ite立国の価値もまた，同様に上下に変動する。 すなわち， r価格水準

が上昇すれば， ー現金，貨幣債権ならびに貨幣債務の価値は下落 Fる。反対

に価格水準下落の場合には， 一 〔これら〕貨幣財産 Geldvcrrnogenの価値

は上昇す b，J。にもかかわらず，これら貨幣項目は， r国家のチ策により貨幣

制度が変更されるまでは，少くとも，その名目額は同一額にとどまる」という

「名目額拘束性 nominaleGebundenheitJ2
).aもっているので. r貨幣何値で

あらわされている債権債務関係の両当事者ならびに現金保有者 die beiden 

Parteien eines geldwerten Schuldverha1tnisses， wie auch die Inhaber 

von Bargeldは， 抵抗することもなし 貨幣価値変動の影響に服さざるをえ

ない。J')すなわち， r価格〔水準)上昇期には， (現金と債権とからなる〕貨幣

資産の保有者 theholder of a monetary assetは， 物財ならびに用役にた

いする彼の支配力が減少したとし、う意味で，損失 a1088 をこうむる。他方，

債務者 adebtorは，価格〔水準〕上昇時に，負債の契約価額が一定のままで

1) Fritz Schmidt， Die orga刑 scheTageswertbilanz， 3. Aufl.， VVlesbaden， 1951， S. 132 
2) lbid.， S. 35 
3) Ibid.， S. 36 
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あり，したがって，債務を果すのに要する努力または犠牲の点で負担軽減とな

る，すなわち，一般物価水準が上昇するにもかかわらず，負債の契約価額は引

上げられないという怠味で，利得をうる galn50J。もちろん，価格水準下落の

場合には，かかる関係は逆となる。すなわち r貨幣価値騰貴というまれなる

場合には，現金保有者ならびに債権者 dieGlaubigerは利益田neVorteilを

うる。 ・〔が〕債務者 die Schuldner にとっては，加重な負担 dasVeT-

starkte Opfer を意味する ~J5)

以上のベたように.r固定的項目として alsstarrer Posten J町「その価額が，

法律または契約によって. c名目額に〕固定されるJ"r貨幣価値資産〔と負債]

が，貨幣価値の下落する(すなわち，一般[物価〉指数の上昇する)問，保有

されるならば現金保有者ならびに〕債権者には損失が，債務者には利得が

生ずる。」め他方，貨幣価値の「上昇に際しては，逆に債務者損失と・ 〔現金

保有者]債権者利益が発生するつJ"が，かかる損得または損益が「会計(学)

上の新しい範時 anew category in accountingJ町として認識されたのは，

第 1次大戦後のマルク・インフレーショ γ 期のドイツにおいてであった。そ

して，それ以来，かかる損得は「貨幣価値変動から生ずる損得 die Gewinne 

und Verluste aus geldwertschwankungenl1)→ the gains and losses re-

sulting fTom changes in the value of moneyl:l)， or， the dollarJ町とか，ま

4) Acc叫叫叩gResearch Study， No. 6-Retorting the Financ~al Effects of r町内 ce-level印刷ges，
by the Staff of the Account:ing Reseaτch Dlvision of the AICPA， New York， 1963， p 
137 

5) SChmidt， a. a. 0.， S， 36 
6) Ibid.， S. 132 
7) Acc羽luntingResearch Study. No. 6， p. 138 

8) Henry W. Sweeney， "The Technique of Stabilized Accounting". TM  Aa;oun'ing Re 
view， June 1935， p. 186 

9) 伊藤長正佐々木三千秋中島淳夫「貸借対照表』損益計算書に世ける貨幣価値変動修正の実
務J~市場分析J 昭和27年 7 月号， 228ベージ。

10) ACcMtn帥 tgResearch 5tudy. No. 6，'p. 13 
11) Walter Mahlberg. Bilanztechnik酬 dBews1't附I?bei schw酎 kendeyW品開ng，2. vermehrte 

und verbesserte Aufl.， Lelp:ug， 1922， S. 166 

12) Henry W. Sweeney， Stabilized ACC01柑 ting，New York， 19に36，p. 15 

13) W. A. Paton， Adva錨 cedAcc叫 nting，New York， 1950， p. 739 
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たは， i貨幣(価値)項目上の(購買力)損得 die Gewinne und Verluste 

an geld、;vertenPositionen， odcr， PostenU1ー-tpurchasing power gams and 

losses on monetary accountsj町とかし、われてきた。そして， 1950年代に入

って，アメリカにおいて，かかる損得の差額としての純「利得(または，場合

によっては， [純〕損失)が 重要な大きさとなる可能性があり，J明 Lたが

って， iかかる損得は価格水準変動問題の特に重要な点であるj町ことが再認識

され， rわれわれの注意をひきつけた若干の事例」問研究町がなされてからは，

簡略化して「一般に貨幣項目上の損得 gainsand losses on monetary items 

と呼ばれている。」叫しかし，同じく略称を使うなら， rそれがかかる項目をあ

る期間保有することから fromholding such items生ずる」町点を明示して，

「貨幣項目保有損得 thegains and losses on holding monetary items j22) 

といった方が適切である。そうすると， rかかる購買力利得または損失のすべ

てが貨幣項目の所持壱通じて期聞のおわりにすでに実現した has been real-

Ized through possessionj問点も，間接的ではあるが，あらわすことができ

るであろう。

14) Wal七er.Mahlberg， Der Tageswert m de'l' Bilanz， Leipzig， 1925， 5， 69 
15) Ralph COllghenm江 Jones，Effe-cts o[ P削 eLevel Changes on Hu刷 出 I山 ome，Cat伽 I

a-nd Taxes， 1956， p. 19 
16) S何:pplementa叩 Statement， No. 4 - Price Level Ghanges and Fl問問cial Statements 

(August 1， 1951)， by the Committee on Concepts and Standards underlying Corporate 
Financial S tatements of the AAA， Acco榊 Itingand Hetort“zg Standards [or Cο，po叩 t，
Financial Statements and Preceding Seatements酎 zdSupt!ements， 1957， p. 28. 

17) perry Mason， P附 e-tevetCh酬 g"酬 dF問叫cialStatem帥 t， 品価 Concepts削 dMethods， 
1956， p. 10 

18) Accou削 ingResea'l'ch Study， No. 6， p. 143 
19) cj.， Ralph C. Jones， Price L四 el Changes and H1叫山ial Statements - Case 5陶 dies01 

Fo畔 C側抑制民 1955;William A. Paton， Jr.，酬の inLiqu耐 y:The 1，間 IPacf，0/ lnfta-
tio錨 O偲 MonetaryAccotl叫s，Ann Arbor， 195川9;Eldon S. Hendriksen， PIれce-L印 el Adjusi 

m帥 ts01 Fi叫 ancialSta-teme偽 ts:An H四 luati叫帥dCase Study 01 Two Public Utility Fi附悶，

、tVasbington，1961 
20) Marvin M. Ueupree. "Accounting for Gains and Losses in Purch日 ingPower of 

Monetary Items "， Aι，u叫叫gRes師 rckStudy， N o. 6， p. 153 
21) Mason， ot. cit.， p， 10 
22) cj.， Accω4旬t開 gRese忽rchStudy， No. 6， p. 13 
23) ]ohn W. Coughlan， "Applicability of the Rea1ization Pnnciple to Money Claims in 

Common Dollar Accounting "， lhe Accounting Review， Jan. 1955， p. 113 
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ところで，考祭の範囲を当面問題となっている貨幣価値下落の場合にかぎっ

て，そこに生「る貨幣項目保有損得を指して iインフレ-'la:/から生ずる

損益 pro耐 sand losses arising from infiationJ24)とU、う論者もし、る。しか

し， この「イ Vフレ利得または損失 inflationgains or lossesJ町という用語

はかなり多義的に使われているし， 特に「イソフ ν利益 inflationary profit 

kいう表現はその使用が正当化しえない情況にたいしてしばしばルーズに適用

され，誤解されがちである。」叫 したがって i貨幣資産の保有者 theowner 

of monetary assets がインフレによる損失をこうむる」場合と「債務者が利

得する」町場合とを用語上区別して，貨幣資産保有者(現金保有者=債権者〕損

失ならびに債務者利得という用語を使った方がはるかに賢明である。本稿の表

題もまた，かかる用語法にしたがっていることはもちろんである。

E 

以上みてきたように， i貨幣価値下落」に際しては「現金保有者は持続的に

購買力壱失L勺 ・債務者は貨幣価値の下落の際財産を利得し，債権者にとっ

ては事態は反対となる。J8) そして，とれら損得は，それぞれ，現金保有者損

会， i債務者利得ならびに債権者損失 Einkommen fur die Schuldner und 

Minuseinkommen fur dle GlaubigerJ29) とし、われるが，後三者の意味する内

容は論者によって，たとえばシーマーレンパッハと γ ュミットでは，必ずしも

同ーではない。もちろん-;/品マーレソバゲハが「現金在高には貨幣価値の下

落の際損失が生ずる。J"めといっている場合の損失とシュミットが「現金保有者

はどのような[貨幣〕価値下落に際しても購買力壱損失する。」刊といっている

24) Lionel A 、iVilk，AccQunting for 1¥旬flatio旬 London，1960， p. 8 
25) ， Accou叫叫gRescafch 5加dy，No. 6， p. 13 
26) Wilk， op. cit.， p. 8 
27) lbid.. p. 9 
28) Fritz Schmidt. "Geldentwertung und Bilanz“， Geldentwc1't句 ngundσ旬ternehmung，

Berhn， 1923， S. 4 

29) FrJtz Schmidt， Bilanzwert， Bila切zgewinnund Bilanzumwertung， Berlin， 1924， S. 137 
30} Eugen Schmalenbach， Die 'steuerliche B，抽andl棚 gde'l' Sche叩 :ge叫切削， ]ena， ln~， S. 70 
31) Schmidt， Die 0γ'ga叩 scheTageswe何bua似 Z，S. 36 
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場合の損失とは同ーの概念であって， くい違いはない。しかし，かかる現金保

有者損失を除いて，債務者利得ならび債権者損失となると，時として'"ュミ

y トは、/ュマ レY ハツノ、よりもより広い概念として使用していることがあ

る。

この点に関してのベる土，これまでの論述では，もっぱら貸借対照表項目と

しての貨幣項目を貨幣価値の変動する期間保有することから生ずる損得壱中心

にみてきたので，その当然の結果として，つぎのような「重要な点が無視され

ていた。[すなわち]持続的イ Yプレージョ Yの期間には，長期債務者[や賃

借者〕にとっては，年々の利子〔や賃借料〕の支払にあてるのに必要とされる

購買力は，その時の一般物価水準からみて， [当初〕契約壱結んだ時に期待さ

れたよりも少なし、から， [そこに〕明確な利得 a c1earcut advantageが存在

する。」叫 他方，長期の債権者や賃貸者にとっては，その間受取る利息や賃貸

料は，貨幣価値の下落にもかかわらず，当初の契約条件のまま据置かれるので，

実質受取利息や賃貸料が自動的に引下げられるという意味で，そこに明確な損

失が発生する。

このように，貨幣価値変動にもかかわらず不変のまま固定的貨幣額であ

らわされる損益 incomeand eXpyllSeS that are unalterabl y expressed. at 

fixcd money arrlOuntSJ町項目上の(または，かかる損益項目から生ずる)損

得は，期末貸借対照表の項目だけを修正し，損益計算項目には全然手をふれな

い「貸借対照表修正法 balance_sheetstabilization J刊をとるジュマーレ'l.1ξ

ヅハ(や彼の弟子マーノレベルグ)の場合には，債務者利得ならびに債務者損失

から一応Sめ除外されている冊。とれにたいし~ y... ミヅトの場合には， I債務者

32) WiBiam A. Paton and William A. Paton， Jr.， Co中 0幅 tion Accou叫酢d State附尚一

A旬 Ad，匁nccdCouγ'513， New York， 1955， p. 554 
33) Sweeney， ot. cit.， p. 16 
34) Sweeney;" The Technique of Stabi1ized Accounting"， The Accou叫 ingReview， June' 

1935， p. 187 

35) ここで， r一応」とし、ったわけは，シユマー νソバッハが，元阪の勘定記入を一々 憧正し.貸
惜対照表ならびに損益計算査のすべての項目について憧Eをおこなう「全記入修E法 stabilIza.
tion 01 each entry J (1，仇d.)を無視していたとはし、えないからである。彼は，貸借対照表修正
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は利子または債務の支払に必要な資金を常により少ない実体財貨の引渡により

調達でき昌ことによって利得する。」町 さらに，貨幣価値の上昇の際には

「債権者は貸付けたよりもより価値多い貨幣で利子ならびに債権の支払をうけ

て利得する。Ja8) (傍点 高寺)一一ーとし、っていることから確認できるように，債

務者利得ならびに債権者損失一ーさらに，貨幣価値上昇時の債権者利得ならび

に債務者損失 に「不変のまま問定的貨幣額であらわされる損主主」項目上の

損得を含ましめていることがある。

では，これら二つの見解のうちいずれに組したらよいであろうか。たしかに，

誰か利得し，誰が損失するかという視角からこの問題に接近するかぎり-;/ュ

ミットのように，貨幣項目保有損益と「不変のまま固定的貨幣額であらわされ

る損益」項目上の損得とをあわせてー諸に考察するのが正当である。しかしな

がら，貸借対照表上の「貨幣項目 〔の保有〕 にかかわる購買力損得は， 通 常

の〔名目]会計手続によると，表示されない}9)ばかりでなく，そこに算出さ

れる純損益にも全然反映されないのにたいし. r不変のまま固定的貨幣額であ

らわされる損益J項目上の損得は，他の価格構造変動損盆と同じように，名目

会引をとった場合，そのままの形では表示されないとしても，終局的に算出さ

れる純損益には自動的に(厳密には，多少の歪みをともなうが)一応反映され

るとし寸性質をもっているので，名目損益会計にたいする作用を分折する場合

には，便宜上，かかる性質を有する利子または賃貸借料項目上の損得壱捨象し

て，もっぱら貨幣項目保有損得のみを取上げて考察を進めても，さしたる障害

法をといた際に「貸借対明表における価恒笹正計算 Geldwertkorrekturin der Bilanzの意義
を正しく評価せんとする者は，損益勘定に注目しなければならなし、。われわれが例示した{剛直悟
正計草は略式であって. [期中の〕継続制記入ほとらえていないから，数値は少しばかり歪曲さ
れているけれども， とのわずかな歪曲はほとんど差支えないものであるoJ (Schmalenbach，ι 

a. 0.， S. 60) とことわ。ていたことからも明らかなように，全記入修正法をそれ日ど重要でな
いとして，その代りに，比較的簡単な貴惜対照表憧正法をえらんでいたのである。

36) この点を意識してか，ジユマ}νンパヅハやその弟子マ ノレベルクは， γユミット流の憤権者
損失債務者利得と b、う用語を使わず，その代りに「借主勘定ょの損失ならびに貸主ー勘定上の利
益 Verlustean Debitoren und Gewinne an KreditorenJ (Mahlberg， Bilan2technik uncl 

Bewerlu仰 g"各 schwankendeyWahrung， S. 165) とし、ってL、る。
37) Schmidt， a.， a. 0" S. 36 

38) lbid 

39) Paton and Paton， Jr.， op. cit.， p. 54B 



28 (400) 第 98巻第6号

は生じないであろう。

そ乙で， 表題に示したように， 仮装利益にたいする債務者利得の仮装費用

(損失)的対抗作用の分折をめざす本稿では，以下，特にごとわりのなし、かぎ

り，かかる便法にしたがい，考察の範囲壱名目会計に全然反映しない貨幣項目

保有損益またはそれに属する債務者利得と貨幣資産保有者(現金保有者・債権

者)損失に限定して，考察壱進めていくことにする。

E 

ところで， I概念的には，貨幣項目上の購買力利得または損失の計算はきわ

めて簡単である。j'O)

いま I企業は期間中し、かなる取引にも従事しない」ので I企業は期末に

〔期首と〕同じ貨幣資産と負債を有している」と仮定すると，期首・期末の貸

借対照表は，

M+N=L+C 

としてあらわされる。

M=貨幣資産

N=非貨幣資産

L=負債

C=自己資本

そして，その問， 般「物価指数が 1から (l+p)へ土昇」したとすると，

全項目は (l+p)倍となれ期末の財務伏態は，

M(l+p)+N(l+~=L(l+p)+C(l+~ 

となるはずであるが， rこれιの貨幣項目は法律によって期末に期首と同じ大

きさ壱有する」ので，つぎのように変形される。

M+N(l+p) =L+ [C(1+p) + (Lp-Mp)J 

この場合 Lpは債務者利得， Mpは貨幣資産保有者損失にほかならなし、か

ら， r最終項 Lp-Mpは貨幣項目保有純利得または純損失である "J41
)

40) AccounUng Research Study， No. 6， p. 145 
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「しかしながら，購買力利得または損失の計算は実際にはややより複雑であ

る。なぜなら貨幣項目が年度中不変のままにとどまることはほとんどないから

である。したがって，勘定における増加と減少が期首・期末浅高と同様に考慮

されねばならない oJ2) その場合，名目額で記載されている「各貨幣勘定上の

購買力損得を計算する一般手続J'~) はつぎのとおりである。

(1) 期首残高に 100/期首物価指数を乗じて，基準日貨幣価値(基準価値)

に換算した期首残高を求め，

(2) 期間中に勘定に計上された各増加額に 100/取引時物価指数を乗じ，ぞ

の和として，基準価値に換算した期中各増加額の合計を求め，

(3) 同じく，各減少額に 100/取ヲ l時物価指数を乗じ，その和として，基準

価値に換算した期中各減少額の合計を求め，

(4) ついで， (1)+(均一(3)として，基準価値に換算した μあるべき"期末残高

を求める。

(5) 名目額で計上されている期末残高に 100/期末物価指数を乗じて，基準

価値に換算した実際に μあるH 期末残高を求め，

(6) ついで， (4)ー(5)として，基準価値に換算した各貨幣勘定上の利得または

損失の当期発生額を算出する。

(7) 最後に， (6)に期末物価指数/100を乗じて，期末の貨幣価値(期末価値〉

に前進修正した各貨幣勘定上の利得または損失の当期発生額をうる c

とはいっても， r普通の場合，そこでは多数の取引が期間中におこなわれるj

ので，上記の算定法をそのまま適用することは著しく困難である。したがって，

「平均指数の使用を容易にするためには，グループ分けが必要とされるJが，

「もしも，期中の全取l引が期中の平均価格水準でおこなわれた，と合理的に仮

定できるならば，計算はより単純bつ簡約なものとなる。」叫 すなわち， r季

41) lbid.， p. 13 
42) lbid" p. 146 

43) Jones， Efft山ザ p，凶 LevelC九間geson Bt削附5Income， Capital and Taxes， p~ 23. 
44) Acco制 IhngResewnh Slu.dy， No. 6， p_'147 
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節的変動が重要性をもたず，取引が 不規則でなく，かつ，価格水準変動が

ーエラチックでなし、，と仮定しても，不合理ではない条件の下では，購買力

利得または損失の計算は以 Fに示すようになりうる。」叫

(10 0  期首残高×羽音菊荷嘉薮+c期中増加総額一期中減益、総額〉

10o -H-I:I--+-~-F;- " 100 期末物指数期末残高×百~"'"百宿支;;:- ~ X ;W.J土丘四盟主
期中平均物価指数 期末物面指数 J.. 100 

期末物指数 期末物価指数
=期首残高×寄金設器彊禁土期中純増減額×閣 J-:rr.品目叫期首物面指数

期末残高

W 

ところで，債務者利得と貨幣資産保者損失は，経営損失ではなし貨幣価値

下落を媒介とした貨幣資産保有者から債務者への「財産移転 Vermogensver-

schiebungj'6)であり，一種の「振替損益J7)にほかならないから，国民経済全

体についてみれば. ["かかる所得領域については全経済における均衡が存在す

るであろう。」叫 また，個別企業においても，シュミットが提唱している「貸

借対照表における価値均衡 Die vVertgleichheit in der BilanzJ明という財

務政策にしたがし、["積極側の全貨幣債権と貨幣在両壱貨幣債務の借入によっ

て調達する方策」叫をとったならば. I積極ならびに消極の貨幣項目がたがし、に

均衡している間は，しかもそのかぎりにおいて，一方における購買力損失は他

方における利得によコて相殺される」問であろう。

かくして. I現金在高ならびに貨幣債権が貨幣債務と等しし、かぎり，貨幣価値

変動損益は止揚される。」悶が. Iかかる，名目額に拘束された貨幣財産と名目

45) Jones， op. c~t. ， p. 24 
46) Schmid t， Bilanzwert， Bilanzgeω叩銘削~d Bilanzum九vertung，S， 1:'18 
47) 伊藤佐々木中島，前掲論文.227ベージ。
48) Schmidt， a. a. 0" S. 137. 
49) Schrnidt， Die organische Tageswertbil叫ん S.131 

50) Ibid.， S. 133 
51) Ibid.， S. 137 

52) あid.，S. 36 
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額に拘束された貨幣債務の均衡は，各企業で常に維持されるものではない。」聞

なるほど，ジュミクト流に財務政策をもって貨幣項目にたいする貨幣価値変動

の影響壱中和化しようとするかぎり，貨幣項目の貨幣価値変動にたいする「中

和的または懸つなぎ的状態からの離脱は注意深く考慮されなければならないで

あろう o Cしかし〕このことはほとんど実行されない。 ー方における貨幣

資産と他方における非参加優先株を含む全負債との聞の近似的均衡の維持の問

題はほとんど考慮されなし、」同のが現実であるのこの点、はγ ュミット自身も認

めて. I企業者は. c購買力の高い〕良貨を借受け，それでもって実体価値〔項

目〕を取得し，のちに債務を購買力のおとった取引利潤から償還するというや

り方で，有利な関係を利用しつくす自由をもっているJお〉から「企業者は，価

格水準騰貴の際には，できるだけ多〈の他人資本をもって 活動せんと努め

るであろう。J506)といいそえることを忘れていない。とはし、え，積極・消極の貨

幣項目が均衡している企業がないわけではない。たとえば. I金融部門の会社

は，相対的に小額の非貨幣資産壱有し，貨幣資産と負債に関しては充分に懸つ

なぎの状態にある J57) のが普通である。だが，非金融部門の企業では，一般に

そうなっていない。しかして i価格〔水準J上昇期に，相対的に多額の借入

資本を用い，または得意先からの多額の前受金をもって経蛍し亡し、る非金融部

門の〔大〕会社は典型的に購買)JC損得の差額として〉純利得をえている。J&8)

「これとは逆に中小企業では，金融機関に対する借入能力が小さいために，

53) Karl Hax， Die Substanzerhaltung dey Betriebe， Koln und Opladen， 1957， S. 265 
54) Jones， opωt" p. 143 
55) SChmidt， Bil叩品 8'1't，'Bilanzgew四 %削zdBua叩抑制叫附zg，S. 39 

56) Schmidt. Die 01'11酎 tischeTlα'"切er/bi側 z.S3. 132-3 

なお， リーポナーの第 111<大『戦前の貸借対照主における価値均衡と景気変動Jl (Lieboner， 
We'l'tgleichheit 酬 d Konjt叫 ktuy咽 ch Vorkriegsbilanzen) によると，それぞれ相異なる部門
の8つの企業の1903.......13年の貸借対照表における「短期的貨幣〔項目〕の価値均衡はー践に完
全には維持されていないが，価値均衝の方向にそれを配分せんとする傾向が存在する (lbid.，
s. 136) とともに. r一般に積極側の実体価値〔項目〕の一部もまた，賀時価値〔項目〕と同じ
ように 他人賢本により調連する傾向が存在Lたということが明らかとなっている。J(!bid.， S 
135) このように.r事実は，個別経済においては完全に均衛のとれた配分が実際上存在しえな
いということをわれわれに示しているoJ(1bid.， S. 134) 

57) Accωmting Research Study. No. 6， p. 142 

58) Ibid 
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概して負債の比重は大企業にくらべて小さいし，なかには債権の方が大きい

企業もあるので，ー般に大企業程の債務者利潤壱享受し得る可能性はないどこ

ろか」叫逆に「債権者の損失という痛手をこうむった部面があった」叫のである。

もちろん i国家は非常に大きな範囲におし、て一方な債務者 Cある〔と同時

にまた不換紙幣の発行者であった〕から，近時のインフレージョン期において

貨幣減価の受益者となった。J51) しかし， 国家が「イ Y フレを通じて現金所有

者，預金者，債権者たる大衆」から収奪Lた財産は含国家金融または民間金融

機関を媒介とする貸出を通じて終局的には借入過多 over-borrowingの「大企

業に・・・・注入」町されてしまったのである。 こうして，イ Y フレ--Y言ンは，

「強制貯蓄ばかりではなく，過去の蓄積の〔大〕企業への振替流入」“〉という過

程を通じて，大企業へ傾斜した国富の再配分をなしとげたのである。

V 

さて，さきにのべたように，シュミットは貨幣項目保有損得の存在をするど

く追求した一人であったが，彼は実際には積極貨幣価値〔項目〕の主要な

部分は消極貨幣価値〔項目〕によって相殺されるのが常である。特に，両側の

貨幣価値〔項目〕がほぼ等しい場合には，消極貨幣価値〔項目〕の価値変動は

積極貨幣価値〔項目〕のそれと相殺きれうる。」臥)という「価値均衡」理念にした

がい，貨幣項目保有損得の処理壱 4つばら「貸借対照表価値均衡」政策の手に

ゆだね，企業財務政策の問題k転化・解消していたG したがって，ヅ ι ミヅト

の場合には，貨幣項目保有損得は，その存在は充分に認識されても，会計の対 l

象からはずされてしまい，会計問題とはならなかった。そして，このことと関

連して， γ ュミットが論じている「企業の調達市場における価格上昇の場合に

59) 伊藤!佐々木中島，前掲論文， 237ベジ。
60) 伊藤長正 中島淳夫「ガゲ 7メント ωエコノミストの経済分析JW市芳野刊行』昭和27年7月号，

13ベ ジ W昭和二十七年経済白書JI103ベージ。
61) Schmidt， a. a. 0.， S. 134 

62) 伊藤ー佐々木中島，前掲論士，田0ページn

63) 伊藤長正『企業分析と経済分析』昭和29年， 88ベ ジ。
64) Schmidt.， a. a. 0.， S. 319 
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おし、て」生ずる「仮装利益 ScheingewinnJならびに「価格下落の場合にお

いて 仮装費用の挿入によって〔生ずる〕仮装損失 Scheinverlust，durch 

Einsetzung von Sch剖 nk出 tenwerteIlJ院は，し、ずれも，非貨幣資産(棚御資

産・固定資産)にかかわる再調達費用と名目費用の差額にかぎられていた。つ

まり"e/ュミットにおし、ては，物価変動下において名目会計壱とッた場合に問

題となる「全仮装利益主たは全仮装損失」邸〉は完全に貨幣項目保有損得を排除

した概念であったのである。

これにたいし，ジュマーレンパッハは， r価値均衡」にすがるシュミヅト流

の「対抗作用は常にうまくし、くものではない。 J67)という立場から，貨幣価値下

落時の貨幣項目保有損得をあ〈までも会計問題としてうけとめ，貨幣資産保有

者損失を「貨幣価値下落から生ずる仮装利益 Scheingewinne，die durch die 

Geldentwertung entstanden sind = Geldentwertungsscheingewinne J刷に合

め，同様に債務者利得を「仮装損失」と概念する理由をつぎのようにのべてい

る。

「貨幣価値の下落が生じた場合，通常の〔名目〕会計では，現金ならびに債

権 には C会計上表示されず，したがっc]仮装利益〔と同じように作用す

る実際損失〕が生ずる。」的)r反対に， 円レグ債務の場合には c名目〕会計上

あらわれず，したがって，仮装費用と同じように作用する実際利益 wirklichc

Gewinne， die aber nicht bilanzm~ßig erscheinen und daher wie Schein 

unkosten wirkenが生ずるの」町 つまり， rもし債務壱も勺ているなιば，ぞ

れ相応の仮装損失が生ずる。し、し、かえると，通常の〔名目〕会計によっては表

現されない幾何かの利得壱えているのである。Jl)

65) 品id.，S. 329; Fritz Schmidt， .. Die Industriekonjunktur-em Rechenfehler!“ • Zeitー
schrift fur Betriebsωi'Y~chaft. 2. Sonderheft， 1927， S， 65; Fritz Schmidt， Bejrieoswi1'l-
schaftlicke KI叩 抑制kturlehre.B目 lin，1933， S， 100 

66) Schmidt， Die organ~sche Tag，向 wertbUanz，S. 167 

67) Eugen Schmalenbach， D:戸協旬ischeBilanz， 7， Aufl.. Leipzig， 1937， S. 272 
68) Schmalenbach， Die steuerliche Behandlung dey Sckeingewi附~e ， S. 2 
69) Ibid.， S. 6 
70) Ibid.， S. 7 

71) Ibid.， 5S. 6-7 
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以上引用したように， γ ュミットとはことなり I貨幣価値変動にもとずく

仮装利益ならびに仮装損失 dieauf der Veranderi.:mg des Geldwertes be-

ruhenden Scheingewinne und Scheinverluste J2
lを広義に概念、した V ュマ

レYノミッハは，ついで，広義の「仮装利益はほとんどすべtの積極項目に生じ，

かつ流動資産において特に大きし国定資産においては相対的に小さい。 cし

かし〕メダノレの反対側すなわち貸方項目〔の債務に生ずる仮装損失〕を考慮に

入れな付れば，仮装利益の姿態は完全とはならない。J73)と指摘して，大企業と

中小企業の財務構成の相違からおこる名目「損益会計における仮装利益〔また

は仮装損失〕の不平等な作用 ungleichema.sigeWirkungJ町 lごついて， つぎ

のようなユニークな分析を展開している。

すなわち，ート地，建物，樺築物のように，耐周年数が長ししたがって「減

価償却の少いところの多額の固定資産と多額の債務，それにたいして，小額の

棚卸資産，債権，現金在高をもっている経営は〔純額においては〕おそらく仮

装利益の代りに仮装損失をもったであろう。したがって，しばしばかかる前提

が適合する大工業〔企業]die Grossindustrieトunternehmungen]は，仮装

利益とのかかわりあいも， 加工業の中ノト事業所 diemittleren und kleineren 

Werkeよりも，稀薄である。J5)だからして， I仮装利益のない巨大企業 ganz

grose Unternehmungen， die keine Scheingewinne haben と仮装利益で充

満している零細企業 ganz kleine [Unternehmungen]， die von Schein 

gewinnen strotzen とが存在しうるo なお，多額の〔実際〕利益をえれ、る

72) Ibid.， S. 58 

73) Ibid.， S. 6 

なぜなら， r大多数のドイツ企業は〔第1次大戦後の〕貨幣価憧下落期にかなりの仮装利益を

もって経営してきた。 しかし，それらの大部分〔特!::，そのうちの大企需〕はマルグ置璃に

おいて利得して，この期聞をたえることができた。多額のマルク債萌をおった幸運者においては，

かかる利得は莫大なものであったJ(Ibid.， S. 73) からである e との点は.わが閏の犬企業の場

合も同じであって，鵠 2次大戦後の「イ γフν期に大企業が名目利益課税は賢本の収奪だと日Ifび
ながら，実質資本が食演された樺子もないのは，実は多額の借入金的責時購買力下落手通じて

〔えた利得により〕これを補損していたのである。J(伊藤佐々木 中島，前掲論文， 230へー

ク。)
74) Ibid.， S. 8 

"75) Ibid 
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のに，仮装利益をあらわしていない〔大〕企業と，他方，その[表示〕利益の

全部が仮装利益で， しかも， もし仮装利益がなかったなら. [実際には〕損失

を示すだろう L中小J企業が存在する。J7ti) このようにρ「一方では，多額の債

権と担蜘資産をもち，数年来実際上損失しているのに，外見上利益壱もって経

営している多数の〔中小〕企業者品.hlrelcheKau!1euteがし、るのに，仮装利

益な〈して，多額の事実上の利益 grosetatsachlichc Gewinneをあげている

多数の夫事業所 zahlreichegrose Werkeが存在する。J7)

「以上みてきたように，仮装利益問題に関しては，犬工業〔企業〕ははなは

だ有利であるが，中小事業所壱もって経営する加工業は仮装利益に非常に苦じ

められる。 その債務として多額の他人資金を用いている〔大〕企業は仮装

利益にたいする相殺項目をもち，それ壱容易に負担できるのに反し，相対的に

多額の自己資本を有する中〔小]企業 diemitt1eren [und kleinerenJ Unter-

nehmurigenはかかる相殺項目をもっていないのである。

[し、や，そればかりではない。7 さらに大きな相違がこれに付けくわわる。

すなわち，多額の固定資産壱もつ〔大〕企業は，年中その更新や補填建設をお

こなっているので， そこに〔超保守的な "sehrVOIsichtig“会計処理を適用

することによって〕仮装利益のみならず，実際利益壱も，ただちに簡単確実に

隠蔽するロJ能性をもっている。-・これにたいし，自己の資本を棚卸資産や債

権等に投入した〔中小7企業はかかる機会を非常にわずかしかもっていない。

ーしたがって，かかる〔中小〕企業では，利益隠蔽はきわめ亡成果なし大

工業〔企業〕で通常用いられている〔隠蔽〕法に比すべくもない。」町

VI、

以上かなり長<.仮装利主主または仮装損失の「不平等な作用」をするどくつ

いた、/ュマーレンパヅハの分析を追跡してきたが，最後にまとめてみると.I貨

76) Ib~d. ， S. 39. 

77) Ibid.. S. 50. 

78) Ibid.， S. 40 
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幣価値下落の結果として，まヮたく仮装利益をもたず，反対に普通の〔名目]

会計lζよって表示されたよりもより多額の[実際〕利益をもった経蛍が存在ヲ

る。かかる種類の経営の典型は，減価償却の少なし、固定資産(土地，建物なら

びι構築物)と債務を多額に有した〔大〕経蛍である。かかる〔大〕経営は，

貨幣価値の下落が生じた際に，まったく仮装利益をもたず，表示された利益は

実際利益よりも少ない。にもかかわらず，かかる経営は他のほとんどの経営と

同じ〔超保守的な〕会計方法を利用する。その結果，本来低すぎる〔表示〕利

益はなお一層低くなる。かかる経営は，しばしば，旺躍な建設活動をおこなう

[犬〕経営と同一であるので，利益集積壱他の〔中小]経営よりもより強度に

おこなう手段をもっている。」町 それにたいし，大企業のような財務構成をも

っていない中小企業では，実際上損失をこうむっているにもかかわらず，外見

上は仮装利益でふくれあがっている。その結果，法人「所得税法によって，一

方では，仮装利益をかくすことができない・ ・ところの......利益の代りに事実
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